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(57)【要約】
【課題】ユーザに好適な画像を推奨することのできる撮
像装置及び端末装置を提供することを目的とする。
【解決手段】撮影機能を有する端末装置は、複数の画像
を撮影し、撮影対象である各画像について当該画像から
複数の被写体を特定し、特定された複数の被写体それぞ
れの撮影好適度を取得し、画像毎に、当該画像が含む撮
影好適度が所定閾値以上である被写体の数に基づく評価
値を算定し、前記評価値に基づいて、前記撮影された各
画像のうち１つの画像を、撮影された他の画像とは区別
されるよう表示する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の画像を撮影する撮影部と、
　撮影された各画像について、当該画像から複数の被写体を特定し、特定された複数の被
写体それぞれの撮影好適度を取得する取得部と、
　画像毎に、当該画像が含む、撮影好適度が所定閾値以上である被写体の数に基づく評価
値を算定する評価部と、
　前記評価値に基づいて、前記撮影された各画像のうち１つの画像を、撮影された他の画
像とは区別されるよう表示する表示部とを備える
　ことを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記被写体は人物の顔であり、
　前記撮影好適度は、人物の笑顔を評価した笑顔度であり、
　前記取得部は、撮影された前記画像毎に、当該画像から複数の顔を特定し、特定した顔
それぞれの笑顔度を取得する
　ことを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記評価値は、前記顔を特定した数に対する前記笑顔度が所定閾値以上である顔の数の
割合であり、
　前記表示部は、前記評価値が最高である１つの画像を、前記撮影された他の画像とは区
別されるよう表示する
　ことを特徴とする請求項２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記表示部は、前記割合の値が１となる画像が存在する場合には当該画像を、他の画像
とは区別して表示する
　ことを特徴とする請求項３に記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記表示部は、さらに、
　前記割合の値が１となる画像が存在しない場合には前記評価値に基づく表示の代わりに
各画像のうち笑顔度の合計値が最も高い画像を、他の画像と区別されるよう表示する
　ことを特徴とする請求項４に記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記表示部は、各画像のうち、評価値が最高である画像が２枚以上ある場合には、笑顔
度の合計値が最も高い画像を、前記他の画像とは区別されるよう表示する
　ことを特徴とする請求項３に記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記表示部は、
　前記評価値が最高である１つの画像を表示する際には、当該画像に当該画像を推奨する
ことを示す標章を付して前記他の画像とともに一覧表示する
　ことを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項８】
　請求項１から７のいずれか１項に記載の撮像装置を備えた端末装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮影された複数の画像から好適な１枚の画像をユーザに推奨する技術に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　カメラ機能を搭載した端末装置において、当該カメラ機能は多様化し、例えば、所定の
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時間間隔で連続する複数枚の画像を撮影する機能（連続撮影機能）が付加されている。
　また、顔認識や笑顔認識技術の発達により、これら認識処理もカメラ機能に備えられて
いる端末装置も登場している。
　連続撮影機能と認識処理とを組み合わせたカメラ機能を有する装置において、連続撮影
された複数の画像から１枚の好適な画像を選択する技術が特許文献１に開示されている。
【０００３】
　特許文献１では、まず、デジタルカメラ（装置）は、連続撮影された複数の画像それぞ
れについて、当該画像に含まれる被写体の顔の笑顔度を取得し、取得した笑顔度の平均値
を算出する。そして、算出した平均値が最も高い画像が好適な画像として選択される。
　この技術により、ユーザに対して、連続撮影された複数の画像から好適な画像を提供す
ることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－２８７７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記の技術では、笑顔度の平均値により好適な画像を選択しているので、例えば、４人
の人物が撮影された場合、２人が満面の笑み（笑顔度が１００）であるが、他の２人は笑
っていない場合（笑顔度が０）、平均値は５０となる。また、一方で、全員の笑顔度が４
０である場合には、平均値４０となり、先の平均値５０である画像が好適な画像として選
択されることとなる。
【０００６】
　しかしながら、例えば旅行での記念写真では、多くの人が笑顔である画像の方が好適な
画像であると思うユーザもおり、必ずしも上記技術で選択された画像が好適であるとは限
らない。
　そこで、本発明は、ユーザに複数の画像から好適な画像を推奨することのできる撮像装
置及び端末装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明は、撮像装置であって、複数の画像を撮影する撮影
部と、撮影された各画像について、当該画像から複数の被写体を特定し、特定された複数
の被写体それぞれの撮影好適度を取得する取得部と、画像毎に、当該画像が含む、撮影好
適度が所定閾値以上である被写体の数に基づく評価値を算定する評価部と、前記評価値に
基づいて、前記撮影された各画像のうち１つの画像を、撮影された他の画像とは区別され
るよう表示する表示部とを備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　上記の構成によると、撮像装置及び端末装置は、ユーザに複数の画像から好適な画像を
推奨することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】携帯電話機１０の外観を示す図である。
【図２】携帯電話機１０において、おすすめ撮影機能に係る構成要素を示すブロック図で
ある。
【図３】（ａ）は、撮影前に表示部１０６で表示される画像の一例であり、（ｂ）は、お
すすめ撮影時において撮影された画像の一例を示す図である。
【図４】おすすめ撮影された画像の表示の一例を示す図である。
【図５】おすすめ撮影に係る処理の動作を示す流れ図である。
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【図６】おすすめ撮影にて撮影された画像毎における評価値の算出処理の動作を示す流れ
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　１．第１の実施の形態
　以下、本発明に係る端末装置の一実施形態である携帯電話機について説明する。
　１．１　概要
　端末装置は、例えば、カメラ付携帯電話機であり、その外観について図１を参照しつつ
説明する。図１（ａ）は、本実施の形態における携帯電話機１０の閉状態の斜視図であり
、図１（ｂ）は開状態の斜視図である。また、図１（ｃ）は、携帯電話機１０の開状態に
おける背面図である。
【００１１】
　携帯電話機１０は筐体１１、１２を備えており、携帯電話機１０は筐体１２に対して筐
体１１をスライドさせることで、開閉ができるように構成されている。
　筐体１１には、液晶ディスプレイ（以下、ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｍ
ｏｎｉｔｏｒ））などで構成された表示部１０６とスピーカ部１３とが配置されている。
　筐体１２には、マイクロフォン１４とキー操作部１５とが配置されている。また、筐体
１２の側面にはキー操作部１６、１７が配置され、背面には、カメラレンズ２０が配置さ
れている。
【００１２】
　携帯電話機１０は、カメラ撮影時には、カメラレンズ２０に写った被写体を表示部１０
６で表示し、例えば、キー操作部１６が押下されることで、撮影を行う。
　ここで、撮影機能には、通常の撮影、連写撮影、及びおすすめ撮影がある。通常撮影と
は１回の押下で１回の撮影を行うことであり、連写撮影とは、キー操作部１６の１回の押
下で所定の時間間隔で複数回の撮影を行うことである。なお、この撮影の回数としては、
予め、例えば４回や９回などが設定される。そして、１回のキー押下で、この設定された
撮影回数に応じた連写撮影が行われる。さらに、おすすめ撮影とは、１回の押下で所定の
時間間隔において所定回数（例えば４回）の撮影を行い、ユーザ（撮影者）に撮影された
所定枚数の画像のうち１枚の画像を推奨するものである。
【００１３】
　以下において、おすすめ撮影に係る技術について説明する。
　１．２　構成
　ここでは、携帯電話機１０のおすすめ撮影機能に係る構成について説明する。
　携帯電話機１０は、図２で示すように、撮影処理部１０１、顔検出部１０２、笑顔検出
部１０３、評価部１０４、推奨画像特定部１０５、表示部１０６、ユーザ操作部１０７及
び画像記憶部１０８から構成されている。
【００１４】
　なお、携帯電話機１０は、図２においてはおすすめ撮影機能に係る構成要素だけを示し
ているが、その他撮影機能に係る構成要素及び通信機能に係る構成要素など、携帯電話機
としての機能を実現する構成要素を備えている。
　また、図２に示す携帯電話機１０の撮影処理部１０１、顔検出部１０２、笑顔検出部１
０３、評価部１０４、推奨画像特定部１０５、表示部１０６、ユーザ操作部１０７及び画
像記憶部１０８は、本発明の撮像装置の構成要素となる。ここで、撮影処理部１０１は、
本発明における撮像装置の撮影部に相当し、笑顔検出部は、本発明における撮像装置の取
得部に相当する。
【００１５】
　（１）撮影処理部１０１
　撮影処理部１０１は、カメラレンズ２０を含み、撮影に係る処理を行うものである。具
体的には、撮影処理部１０１は、焦点合わせ、ズーム、絞り・シャッターを行う機構を備
えており、これらの機構の動作により撮影が行われる。
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　撮影処理部１０１は、おすすめ撮影時には、所定の時間間隔で連続して４回の撮影を行
う。
【００１６】
　（２）顔検出部１０２
　顔検出部１０２は、カメラレンズ２０により写された被写体から人の顔を検出するもの
である。具体的には、顔検出部１０２は、人物の顔のサンプル画像を予め記憶しており、
カメラレンズ２０で写された被写体とのマッチング処理を行うことで、顔を検出する。
　なお、顔検出については、既知の技術であるので、ここでの詳細な説明は省略する。
【００１７】
　また、本実施の形態においては、顔検出部１０２は、最大４人の顔検出が可能であるも
のとする。
　（３）笑顔検出部１０３
　笑顔検出部１０３は、顔検出部１０２で検出された顔の笑顔度を検出するものである。
具体的には、笑顔検出部１０３は、笑顔の特徴部位（例えば、目尻、目頭、口元等）のサ
ンプル画像を予め記憶している。笑顔検出部１０３は、カメラレンズ２０により写された
キー操作部１６の押下前の被写体に対して検出された顔の位置を示す位置情報に基づいて
、撮影された顔の位置を特定する。そして、笑顔検出部１０３は、笑顔の特徴部位のサン
プル画像と特定した顔における対象部位とのマッチング処理を行い、一致度（笑顔度）を
取得する。ここで、笑顔検出部１０３は、笑顔度として、０から１００までの何れかの整
数を取得する。例えば、笑顔の数値が高いほど、被写体である人物が笑顔であり、笑顔度
が１００である場合には満面の笑顔となっている。
【００１８】
　おすすめ撮影時には、笑顔検出部１０３は、撮影された４枚の画像それぞれについて、
当該画像に含まれる被写体の顔から笑顔度を取得する。なお、顔検出部１０２で顔が検出
されない場合には、笑顔検出部１０３は、笑顔度の取得は行わない。
　（４）評価部１０４
　評価部１０４は、撮影された画像毎に、笑顔検出部１０３で取得された笑顔度に基づい
た評価値を算出するものである。
【００１９】
　具体的には、評価部１０４は、おすすめ撮影時に撮影された４枚の画像それぞれについ
て、当該画像に含まれる１つ以上の顔の笑顔度が４５以上のものの個数（笑顔数）を取得
する。そして、評価部１０４は、顔検出部１０２で検出された顔の数に対する笑顔数の割
合を評価値として算出し、取得した笑顔度における当該画像の評価を行う。なお、顔検出
部１０２にて顔が検出されない場合には、評価部１０４は、顔が検出されない画像につい
ての評価は行わず、評価値として０を設定する。
【００２０】
　（５）推奨画像特定部１０５
　推奨画像特定部１０５は、評価部１０４で算出された各画像の評価値に基づいて、おす
すめ撮影された４枚の画像のうちおすすめする１枚の推奨画像を特定する。
　また推奨画像特定部１０５は、ユーザ操作部１０７が表示部１０６で表示されている１
つの画像に対する記憶指示を受け付けると、当該画像を画像記憶部１０８へ書き込む。
【００２１】
　推奨画像を特定する際には、推奨画像特定部１０５は、顔が検出された数に応じて、以
下の処理を行う。
　（５－１）顔検出数が２から４人の場合
　算出された各評価値のうち値が１である評価値が存在するか否かを判断する。つまり、
推奨画像特定部１０５は、顔検出された全ての顔の笑顔度が４５以上である画像が存在す
るか否かを判断する。以下、この画像を候補画像と呼ぶ。
【００２２】
　候補画像が存在すると判断する場合には、推奨画像特定部１０５は、さらに、候補画像
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が複数枚存在するか否かを判断する。複数枚存在すると判断する場合には、推奨画像特定
部１０５は、これら候補画像のうち笑顔度の合計値が最大のものを推奨画像として特定す
る。複数枚存在しない、つまり候補画像が１枚であると判断する場合には、推奨画像特定
部１０５は、当該画像と推奨画像として特定する。
【００２３】
　候補画像が存在しない、つまり顔検出された全ての顔の笑顔度が４５以上である画像が
存在しないと判断する場合には、推奨画像特定部１０５は、各画像のうち、笑顔度の合計
値が最大のものを推奨画像として特定する。
　（５－２）顔検出数が１人の場合
　推奨画像特定部１０５は、各画像のうち、笑顔度の合計値が最大のものを推奨画像とし
て特定する。
【００２４】
　（５－３）顔検出数が０人の場合
　この場合、全ての画像に対する評価値は０であるので、推奨画像特定部１０５は、各画
像のうち、最初に撮影された画像を推奨画像として特定する。
　（６）表示部１０６
　表示部１０６は、撮影前において、カメラレンズ２０に写った被写体を表示する機能と
、おすすめ撮影で撮影された４枚の画像を一覧表示する機能とを備えている。ここで、一
覧表示を行う際には、各画像のサムネイル画像が表示され、推奨画像特定部１０５で推奨
画像として特定された画像のサムネイル画像は他の画像のサムネイル画像とは区別される
よう表示がなされる。
【００２５】
　以下、具体例を用いて、表示部１０６で表示される画像について説明する。
　表示部１０６は、図３（ａ）で示すように、先ず撮影前において、４人の被写体を含む
画像Ｇ１００を表示している。このとき、顔検出部１０２では４人の顔を検出しており、
表示部１０６は検出された各顔を囲む枠も表示する。
　図３（ｂ）は、おすすめ撮影時に撮影された連続する４枚の画像を示すものである。こ
の例では、画像Ｇ１０１、Ｇ１０２、Ｇ１０３及びＧ１０４の順に撮影され、画像Ｇ１０
１及びＧ１０４では１人だけ笑顔であり、画像Ｇ１０２では２人だ笑顔であり、画像Ｇ１
０３は検出された全ての被写体が笑顔である。図３（ｂ）で示す各画像が撮影されると、
上述した笑顔検出部１０３、評価部１０４及び推奨画像特定部１０５の機能により、１枚
の推奨画像が特定される。この例では、画像Ｇ１０３が推奨画像として特定される。
【００２６】
　表示部１０６は、図４に示すようにおすすめ撮影された４枚の画像を一覧表示する際に
は、画像Ｇ１０３が他の画像Ｇ１０１、Ｇ１０２及びＧ１０４とは区別されるように標章
（おすすめマーク）Ｍ１００を付して表示する。また、表示部１０６は、画像Ｇ１０３を
操作対象として選択されていることを示す枠Ｆ１００で囲んで表示する。なお、各画像Ｇ
１０１～Ｇ１０３が一覧表示される際には、上述したように、各画像Ｇ１０１～Ｇ１０３
はサムネイル画像で表示される。
【００２７】
　（７）ユーザ操作部１０７
　ユーザ操作部１０７は、キー操作部１５、１６、１７を含むものであり、ユーザによる
操作指示を受け付ける機能を有している。具体的には、おすすめ撮影時における撮影指示
（キー操作部１６の押下）を受け付ける。また、おすすめ撮影された４枚の画像が一覧表
示されている際に、ユーザ操作部１０７は、操作対象とする画像の変更に係る操作、操作
対象として選択している画像を記憶するよう指示する操作（記憶指示）を受け付ける。
【００２８】
　（８）画像記憶部１０８
　画像記憶部１０８は、ユーザ操作部１０７により記憶指示のあった画像（記憶指示があ
った時点で操作対象となっている画像）を記憶するためのものである。
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　１．３　動作
　（１）全体の動作
　ここでは、おすすめ撮影に係る動作について、図５に示す流れ図を用いて説明する。
【００２９】
　顔検出部１０２は、カメラレンズ２０により写された被写体の顔を検出する（ステップ
Ｓ５）。
　キー操作部１６が押下されることで、撮影処理部１０１はおすすめ撮影を行う（ステッ
プＳ１０）。具体的には、撮影処理部１０１は、所定の時間間隔で、連続する４枚の画像
を撮影する。
【００３０】
　笑顔検出部１０３は、おすすめ撮影された４枚の画像それぞれについて、顔検出の結果
に応じて当該画像に含まれる検出された各顔に対する笑顔度を取得する（ステップＳ１５
）。
　評価部１０４は、撮影された画像毎に、当該画像について取得した笑顔度を用いて評価
値を算出する（ステップＳ２０）。具体的には、評価部１０４は、顔検出部１０２で検出
された顔の数に対する笑顔度が４５以上の笑顔数の割合を算出する。
【００３１】
　推奨画像特定部１０５は、顔検出部１０２で検出された顔の数を判定する（ステップＳ
２５）。
　顔検出数が０人である場合（ステップＳ２５における「０人」）、推奨画像特定部１０
５は、おすすめ撮影された最初の画像を推奨画像として特定する（ステップＳ３０）。
　顔検出数が２から４人である場合には（ステップＳ２５における「２～４人」）、推奨
画像特定部１０５は、評価部１０４で算出された各画像に対する評価値のうち値が１であ
る候補画像が存在するか否かを判断する（ステップＳ３５）。
【００３２】
　候補画像が存在すると判断する場合には（ステップＳ３５における「Ｙｅｓ」）、推奨
画像特定部１０５は、さらに、候補画像が２枚以上存在するか否かを判断する（ステップ
Ｓ４０）。候補画像が２枚以上存在しない、つまり１枚のみ存在すると判断する場合には
（ステップＳ４０における「Ｎｏ」）、推奨画像特定部１０５は、当該候補画像を推奨画
像として特定する（ステップＳ４５）。候補画像が２枚以上存在すると判断する場合（ス
テップＳ４０における「Ｙｅｓ」）、推奨画像特定部１０５は、これら候補画像のうち笑
顔度の合計値が最も高い候補画像を推奨画像として特定する（ステップＳ５０）。
【００３３】
　顔検出数が１人の場合（ステップＳ２５における「１人」）、及び評価値が１である候
補画像が存在しない場合（ステップＳ３５における「Ｎｏ」）、推奨画像特定部１０５は
、おすすめ撮影された４枚の画像のうち笑顔度の合計値が最も高い候補画像を推奨画像と
して特定する（ステップＳ５５）。
　推奨画像が特定されると、表示部１０６は、特定された推奨画像に対しておすすめマー
クＭ１００を付して、他の画像とともに一覧表示を行う（ステップＳ６０）。なお、この
とき表示される各画像はサムネイル画像である。
【００３４】
　（２）評価値の算出処理について
　ここでは、図５に示すステップＳ２０における評価値の算出に係る処理について図６に
示す流れ図を用いて説明する。
　評価部１０４は、カウンタ（ｉ）の値を１に設定する（ステップＳ１００）。
　評価部１０４は、おすすめ撮影された画像のうち１番目の画像について、図５に示すス
テップＳ１５で算出された笑顔度が所定閾値（ここでは４５）以上である笑顔の数を取得
する（ステップＳ１０５）。
【００３５】
　評価部１０４は、図５に示すステップＳ５で検出された顔の数に対する、ステップＳ１
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０５で取得した笑顔数の割合を評価値として算出する（ステップＳ１１０）。
　カウンタ（ｉ）に値１を加算する（ステップＳ１１５）。
　カウンタの値がおすすめ撮影で撮影される画像の枚数である４より大きいか否かを判断
する（ステップＳ１２０）。
【００３６】
　カウンタの値が４より大きいと判断する場合（ステップＳ１２０における「Ｙｅｓ」）
、処理は終了する。カウンタの値が４より大きくない、つまり４以下であると判断する場
合（ステップＳ１２０における「Ｎｏ」）、処理はステップＳ１０５へ戻る。
　１．４　第１の実施の形態の効果
　以上により、本実施の形態に係る携帯電話機１０は、画像毎に、当該画像が含む複数の
被写体それぞれの笑顔度が所定値以上である被写体の数に基づく評価値を算出するので、
笑顔度が所定値以上である被写体の数が多いほど、評価値が高くなる。そのため、携帯電
話機１０は、多くの被写体が好適的な状態である画像を推奨することができる。
【００３７】
　１．５　変形例
　以上、実施の形態及び変形例に基づいて説明したが、本発明は上記の実施の形態及び変
形例に限られない。例えば、以下のような変形例が考えられる。
　（１）上記実施の形態において、笑顔検出部１０３は、おすすめ撮影された各画像につ
いて、撮影前に検出された顔の位置から当該画像に含まれる顔の位置を特定したが、これ
に限定されない。撮影された画像に対して、顔検出の処理を施して顔を検出して、笑顔検
出に利用する顔の位置を特定してもよい。
【００３８】
　ここで、顔の検出処理は、上記実施の形態で示した方法以外の方法であってもよい。例
えば、撮影された画像から目や鼻などの特徴点を抽出し、顔と認識する処理などを用いて
もよい。
　（２）上記実施の形態において、推奨画像を特定する際に用いる笑顔度の閾値を４５と
したが、これに限定されない。
【００３９】
　推奨画像を特定する際に用いる笑顔度の閾値は、他の数値であってもよい。
　（３）上記実施の形態において、複数の顔が検出された場合、評価値が１である画像が
存在しないときには、笑顔度の合計値が最大である画像を推奨画像として特定したが、こ
れに限定されない。
　評価値が１である画像が存在しないときには、評価値を用いた他の条件により推奨画像
を特定してもよい。例えば、評価値を用いた基準値を値１の代わりに値０．７５を用いる
。
【００４０】
　または、条件を満足するような画像が特定されるまで、基準値を１から段階的に減少さ
せてもよい。例えば１、０．７５、０．５、０．２５というように減少させる。
　（４）上記実施の形態において、おすすめ撮影で撮影される枚数は４枚としたが、これ
に限定されない。
　おすすめ撮影で撮影される枚数は、２枚以上であるならば他の枚数であってもよい。
【００４１】
　（５）上記実施の形態において、顔検出は最大４人としたが、これに限定されない。
　顔検出の最大数は、３以下、又は５以上であってもよい。
　（６）上記実施の形態において、おすすめ撮影後、推奨画像を含む４枚の画像をサムネ
イル画像による一覧表示するとしたが、これに限定されない。
　推奨画像のみを表示してもよい。この場合においても、上記実施の形態と同様におすす
めマークＭ１００が付されて表示がなされる。
【００４２】
　この場合、ユーザ操作により、表示対象を他の画像へと切り替えてもよい。
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　また、推奨画像のみを表示する場合、ユーザはその画像が推奨されたものとして認識す
ることができるので、マークＭ１００などを表示しないとしてもよい。
　（７）上記実施の形態において、おすすめ撮影後、推奨画像を含む４枚の画像をサムネ
イル画像による一覧表示がなされると、ユーザ操作により操作対象の画像の変更、及び画
像記憶部１０８への書き込みを行ったが、これに限定されない。
【００４３】
　推奨画像のみをおすすめマークＭ１００を付して表示し、さらに、当該画像を保存する
か否かを問い合わせるメッセージを表示し、当該画像の保存に係る指示をユーザ操作によ
り受け付けてもよい。
　または、推奨画像をおすすめマークＭ１００を付して表示するとともに、当該推奨画像
を画像記憶部１０８へ書き込む処理を行ってもよい。この場合、推奨画像は、当該推奨画
像のみ表示されてもよいし、他の画像とともにサムネイル画像による一覧表示されてもよ
い。
【００４４】
　（８）上記実施の形態において、携帯電話機１０はスライド式のものであるとしたが、
これに限定されない。携帯電話機１０の形状は、折りたたみ式のものであってもよいし、
ストレートタイプのものであってもよい。つまり、携帯電話機１０の形状は、カメラ機能
が備わっているものであれば、どのようなものであってもよい。
　（９）上記実施の形態において、推奨画像を特定するために笑顔度を用いたが、これに
限定されない。
【００４５】
　笑顔度に限らず、被写体の撮影状態が推奨するのに好適なものとなっている度合い（好
適度）を用いればよい。この場合、携帯電話機において好適度を取得する取得部は、好適
な状態を示す特徴部位のサンプル画像と、被写体の対象部位とのマッチング処理を行い、
そのマッチングの度合いにより好適度を取得することができる。
　（１０）上記実施の形態において、本発明の撮像装置が適用される端末装置として、携
帯電話機を例にあげて説明したが、これに限定されない。
【００４６】
　本発明の撮像装置が適用される端末装置として、デジタルカメラ、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏ
ｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、ゲーム機、ＰＨＳ（Personal Handy-p
hone System）、パーソナルコンピュータその他適宜な装置に適用できる。
　（１１）上記実施の形態及び上記変形例をそれぞれ組み合わせるとしてもよい。
　１．６　補足
　（１）本発明の一態様である、撮像装置は、複数の画像を撮影する撮影部と、撮影され
た各画像について、当該画像から複数の被写体を特定し、特定された複数の被写体それぞ
れの撮影好適度を取得する取得部と、画像毎に、当該画像が含む、撮影好適度が所定閾値
以上である被写体の数に基づく評価値を算定する評価部と、前記評価値に基づいて、前記
撮影された各画像のうち１つの画像を、撮影された他の画像とは区別されるよう表示する
表示部とを備えることを特徴とする。
【００４７】
　この構成によると、撮像装置は、画像毎に、当該画像が含む複数の被写体それぞれの撮
影好適度が所定値以上である被写体の数に基づく評価値を算出し、評価値に基づいて、撮
影された各画像のうち１つの画像を他の画像とは区別されるよう表示するため、ユーザに
複数の画像から好適な画像を推奨することができる。
　（２）ここで、前記被写体は人物の顔であり、前記撮影好適度は、人物の笑顔を評価し
た笑顔度であり、前記取得部は、撮影された前記画像毎に、当該画像から複数の顔を特定
し、特定した顔それぞれの笑顔度を取得するとしてもよい。
【００４８】
　この構成によると、撮像装置は、画像毎に、当該画像が含む複数の被写体それぞれの笑
顔度を取得するので、被写体が笑顔である画像を推奨することができる。
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　（３）ここで、前記評価値は、前記顔を特定した数に対する前記笑顔度が所定閾値以上
である顔の数の割合であり、前記表示部は、前記評価値が最高である１つの画像を、前記
撮影された他の画像とは区別されるよう表示するとしてもよい。
【００４９】
　この構成によると、撮像装置は、割合が大きいほど多くの被写体が笑顔であるので、当
該割合が最高である１つの画像を用いることで多くの被写体が笑顔である画像を推奨する
ことができる。
　（４）ここで、前記表示部は、前記割合の値が１となる画像が存在する場合には当該画
像を、他の画像とは区別して表示するとしてもよい。
【００５０】
　この構成によると、撮像装置は、割合が１となる画像が存在する場合には当該画像を推
奨するので、ユーザに対して全ての被写体の笑顔度が所定閾値以上である画像を推奨する
ことができる。
　（５）ここで、前記表示部は、さらに、前記割合の値が１となる画像が存在しない場合
には前記評価値に基づく表示の代わりに各画像のうち笑顔度の合計値が最も高い画像を、
他の画像と区別されるよう表示するとしてもよい。
【００５１】
　この構成によると、撮像装置は、割合が１となる画像が存在しない場合には撮影された
複数の画像のうち笑顔度の合計が最も高い画像を、他の画像と区別されるよう表示する。
したがって、被写体全員が笑顔でない場合でも、ユーザに対して笑顔度の合計が高い１枚
の画像を推奨することができる。
　（６）ここで、前記表示部は、各画像のうち、評価値が最高である画像が２枚以上ある
場合には、笑顔度の合計値が最も高い画像を、前記他の画像とは区別されるよう表示する
としてもよい。
【００５２】
　この構成によると、撮像装置は、評価値が最高である画像が２枚以上ある場合でも、笑
顔度の合計を用いることで、ユーザに対して１枚の画像を推奨することができる。
　（７）ここで、前記表示部は、前記評価値が最高である１つの画像を表示する際には、
当該画像に当該画像を推奨することを示す標章を付して前記他の画像とともに一覧表示す
るとしてもよい。
【００５３】
　この構成によると、撮像装置は、評価値が最高である画像に対して、当該画像を推奨す
る旨のマークを付して他の画像と区別して一覧表示するので、ユーザはどの画像が推奨さ
れているのを容易に識別することができる。
　（８）ここで、上記（１）から（７）のいずれかに記載の撮像装置を備えた端末装置で
あるとしてもよい。
【００５４】
　この構成によると、端末装置は、上記（１）から（７）に記載の撮像装置を備えるので
、ユーザに複数の画像から好適な画像を推奨することができる。
【産業上の利用可能性】
【００５５】
　本発明は、複数の画像を撮影した際に、当該複数の画像から１つの画像をユーザに推奨
する装置に有用である。
【符号の説明】
【００５６】
　　　１０　　携帯電話機
　　　１１、１２　　筐体
　　　１３　　スピーカ部
　　　１４　　マイクロフォン
　　　１５、１６、１７　　キー操作部
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　　　２０　　カメラレンズ
　　１０１　　撮影処理部（撮影部）
　　１０２　　顔検出部
　　１０３　　笑顔検出部（取得部）
　　１０４　　評価部
　　１０５　　推奨画像特定部
　　１０６　　表示部
　　１０７　　ユーザ操作部
　　１０８　　画像記憶部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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